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１．昨年の太陽電池発電設備の事故の状況について（総括）
 50kW以上の事業⽤太陽光発電については、電気事業法上の事故報告義務が課されている。

 ⻄⽇本豪⾬（平成30年7⽉豪⾬）や台⾵21号、24号、北海道胆振東部地震に伴う太陽光発電設備
への被害については、計５７件の事故報告を受けている。

 主な被害は、⻄⽇本豪⾬時には、設備の⽴地場所の浸⽔や⼟砂崩れ等によるパネルやパワコンの
損傷といった被害が多い。台⾵では、強⾵によるパネルの⾶散・破損等が多くみられる。

平成30年
７⽉豪⾬ 台⾵21号 北海道地震 台⾵24号

合計（発電所数） 19 23 ３ 12（※１）

原因
（※２）

⽔没 8 - - -
⼟砂崩れ 11 - - -
強⾵ - 20 - 12
⾼潮 - 3 - -

損傷
部位
（※２）

パネル 10 21 ２ 12
パワコン 9 5 1 4

キュービクル 4 1 - -
架台 9 6 ２ 9

被害状況

※２ 原因と損傷部位については重複あり
※１ 11/26WG以降に追加報告あり
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２．太陽光の⻑期安定的な事業運営確保に向けた検討の動き
 総合資源エネルギー調査会においても、⻑期安定的な事業運営の確保に向けて、安全確保のあ
り⽅についても議論され、経済産業省として電気事業法における取組も強化することとなった。

総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会（第28回会合）資料（平成30年12⽉27⽇）



3

（参考１－１）第9回 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワー
ク⼩委員会（平成30年10⽉15⽇開催） 資料３
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（参考１－２）第9回 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワー
ク⼩委員会（平成30年10⽉15⽇開催） 資料３
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（参考１－３）第9回 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワー
ク⼩委員会（平成30年10⽉15⽇開催） 資料３
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（参考１－４）第9回 再⽣可能エネルギー⼤量導⼊・次世代電⼒ネットワー
ク⼩委員会（平成30年10⽉15⽇開催） 資料３
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３．対応の⽅向性（再掲）
 昨年の太陽電池発電設備の事故等を踏まえ、前回の新エネルギー発電設備事故対応・構造強
度WGにてお⽰しした以下の⽅向性で対応を検討中。

課題 対応の方向性（案）

豪⾬や台⾵に伴う⽔没や⾼潮
により、感電や設備被害の恐れ

・浸⽔した発電設備に接近することの危険性についての国⺠に対する注意喚起を
継続
・浸⽔可能性のある地域への発電設備の設置に関し、設置者に対し⼀定の対策
（パワコン等の⾼所への配置等）を求めることを検討 ←参考２

豪⾬により設置⾯や法⾯が崩
壊する恐れ

・斜⾯や⼟地改変された場所における発電設備の設置に係る技術基準を検討
←参考１－４

強⾵によるパネル⾃体の破損の
恐れ

・パネルについても、耐⾵圧を⼗分考慮したものを選定するよう設置者に対し求
めることを検討

⼀部の⼩出⼒発電設備が安全
上必要な性能を満たしていない
恐れ

・技術基準の適合性に疑義があると思われる案件について、電気事業法やFIT
法に基づく、報告徴収、⽴⼊検査を実施し、必要に応じて指導、改善命令、
FIT認定取消し等の厳格な対応を⾏う ←参考１－２
・技術基準が定めた「性能」を満たすために必要な部材・設置⽅法等の「仕様」を
定め、これを原則化することを検討 ←参考１－３

強⾵によるパネル⾶散、架台損
壊の恐れ

以下の点について平成30年10⽉1⽇付け電技解釈の改訂で対応済 ←参考３
・パネルと架台を繋ぐ部分は⽀持物であることを明記
・⽀持物を構成する各部材の応⼒度が、その部材の許容応⼒度以下となるよう規
定
・パネル⾶散、架台損壊は、電技解釈を満たしていないと判断可能
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（参考２）平成３０年７⽉豪⾬被害に伴う追加調査の概要
 被害の実態調査において、多数の敷地被害や⽔没被害が発⽣したことが明らかになったため、

今後、同様の被害を防⽌するため、被害報告のあった１２３件について、設置環境等に関する
追加調査を実施（回答数１２２件※11/26WG以降に追加回答あり）。

 敷地被害があった９３件のうち、設置⾯の斜度が５度以上の場所に設置されていたものが３５
件、造成（切⼟・盛⼟）した⼟地の敷地被害は３４件（※）発⽣していた。

 設置時に⼟質調査を⾏っていたものは、敷地被害があった事案の約４割（35/93）である。

 ⽔没被害のあった２１件のうち、約６割（12/21）が、ハザードマップ上の浸⽔想定区域（洪
⽔⼜は津波）で発⽣している。

敷地被害 ⽔没

設置⾯の斜度 ⼟地造成 ⼟質調査実施数 排⽔路
設置
設備数

ハザードマップ
（浸⽔想定区域）

5-15度 15-30度 30度以上 切⼟ 盛⼟ 対策数 洪⽔ 津波

近畿 12 3 3 0 5 5 5 3 10 1 0 0

中国 71 15 5 3 16 18 26 9 55 17 7 2

四国 6 1 2 0 3 0 0 0 4 3 2 1

九州 4 2 1 0 0 0 4 4 3 0 0 0

合計 93 21 11 3 24 23 35 16 72 21 9 3

※ 切⼟及び盛⼟の両⽅を実施している⼟地もあるため、単純な合計とはならない。



（参考３）電気事業法に基づく電気設備の技術基準の解釈改訂
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 2015年8⽉に九州で発⽣した台⾵15号によるパネル⾶散、架台倒壊など、ここ数年、公衆安
全に影響を与える重⼤な損壊被害が発⽣。

 FIT制度の創設以降、太陽光発電所の設置数は激増しており、更なる被害が懸念されたことを踏
まえ、2011年に検討が開始された⽇本⼯業規格JIS C 8955（2017）が2017年3⽉に発
⾏され、⾵圧荷重等に関する計算⽅法の⾒直しが⾏われた。

 これを踏まえ、2018年10⽉1⽇に電気事業法に基づく電気設備の技術基準の解釈を改訂した。

設置⽅法や設置環境に
よっては、

パネルが受ける
⾵の強さ

※傾斜⾓20度の地上における設置
で順⾵（正圧）の⾵⼒係数の数値
は従来0.83であったものが1.25に
修正された。

約1.５倍に

周囲の構造物の影響を
踏まえた⾵の速度圧

※地表の構造物の⽴地状況に除外
規定を削除したことで設置区域に
よってはより厳しい基準が課され
るようになった。

約1.5倍に

耐⾵圧の強度

約2.３倍

の耐⾵圧性能が必要

2004年基準 ⾵⼒係数（0.83）×⾵の速度圧（約828N・ｍ-2）×受⾵⾯積（1m2）＝設計時に求められる耐⾵圧性能（約688N）

2017年基準 ⾵⼒係数（1.25）×⾵の速度圧（約1233N・ｍ-2）×受⾵⾯積（1m2）=設計時に求められる耐⾵圧性能（約1541N）

約1.5倍 約1.5倍 約２.3倍

＜⼀定の条件下における太陽光パネル⾯の受⾵⾯積１ｍ２あたりの設計時に求められる耐⾵圧性能事例＞
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 昨年の台⾵21号の強⾵を原因とした⾶散や破損の事故報告があった太陽電池発電
設備20件のうち、改訂前の技術基準を明確に満たしていたにも関わらず被害を受けたと
報告があったのは8件。

 ⼀⽅で、明確に技術基準を満⾜していなかったために被害を受けたと報告があった太陽
電池発電設備はなかった。

４．電気事業法に基づく電気設備の技術基準の解釈改訂の妥当性
（昨夏の事故報告を分析した結果）

以上から、改訂前の旧技術基準を満⾜している場合であっても耐⾵圧性能が⼗分でなく、
⾶散や破損につながる恐れがあることから、解釈改訂以前に設置された太陽電池発電設
備についても、改訂後の基準に照らした設備の安全性の確認と、必要に応じた補修等を⾏
うよう経済産業省のHPで依頼しているところ。（→参考４）
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（参考４）電気設備の技術基準の解釈改訂後の施策（⼀例）

太陽電池発電設備を設置する場合の手続き
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/taiyoudenchi.html
太陽電池発電設備に関す技術基準の解釈の一部改正について
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/kaisyakukaiteibun.html


